
群馬労働局の取組 トピックス
（働き方改革、働く女性の母性健康管理）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

① 令和３年度「業務改善助成金」のご案内 ～業務効率化、生産性向上の支援～

【中小企業・小規模事業者の皆さまへ】

〇会社の業務効率化、生産性向上を図るには「業務改善助成金」が活用
できます。

〇業務効率化・生産性向上のために設備投資などを行い、事業場内で最
も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げた場合、設備投資などに
かかった費用の一部を助成します。

〇設備投資例については、厚生労働省ホームページ
「生産性向上の事例集」をご覧ください。 ⇒

〇引き上げ額「20円・30円・60円・90円コース」の申請期限は、令和
４年１月31日（月）となります。
※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場が
助成対象となります。
現在、群馬県最低賃金（地域別最低賃金）が、837円であること
から、事業場内最低賃金が867円までの事業場が助成対象となり
ます。

【お問い合わせ先】
「群馬働き方改革推進支援センター」にお気軽にお問合せください。
〒371‐0846 前橋市元総社町528－9

群馬県社会保険労務士会内 ☎0120－486－450

【申請書類】
交付要綱・交付要領・申請書等については、 ⇒
厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 

【申請先】
業務改善助成金の申請・支給窓口は、群馬労働局雇用環境・均等室です。
〒371‐8567 前橋市大手町2－3－1 前橋地方合同庁舎８階

【生産性向上の事例集】

【申請書類】



厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

② 母性健康管理指導事項連絡カードを改正します。～働く女性の母性健康管理～

〇男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置として、令和３年７月１日より、母性健康管理指導事項連絡カー
ドの様式が変更されることとなりました。

【リーフレット】 【母性健康管理指導事項連絡カード】

〇妊産婦の方々に母性健康管理措置に関して広く認識していただくためのQ＆Aを厚生労働省ホームページに掲載
（ttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000764004.pdf）したほか、事業主に対しては、新型コロナウイルス感染
症に関する母性健康管理措置による助成金について要件等を変更した上で期限が延長となりました。

【新型コロナウイルス感染
症に関する母性健康管理措
置による休暇制度導入助成
金】
〇助成内容
条件を満たした場合１事 【両立支援等助成金（新
業場につき１回限り15万 型コロナウイルス感染
円 症に関する母性健康管

理措置による休暇取得
支援コース）】
〇助成内容
条件を満たした場合
対象労働者１人当た
り28.5万円（１事業
所当たり５人まで）

※上記について詳細は、厚生労働省ホームページ「女性労働者の母性健康管理のために」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma‐
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html


